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世界が平和でより健康であるために 

 

 

「保健」は根本的に地球規模の課題である。最近のエボラ出血熱、MERSのアウトブレイクからも

分かるように、各国の協力が必要である。世界は団結し、各国は強靭で持続可能な保健システムを

整備し、可能な限り国民の健康水準を向上させなければならない。 

日本は長年、「人間の安全保障」構想を提唱し、現場での具体的な取組を行ってきた。「人間の安

全保障」は、人間の自由、自己実現そして能力が発揮されるよう、人の人生において欠かすことの

できない核心を守るものである。そしてそれは、我が国の「積極的平和主義」政策の基礎となってい

る。日本は、「保健」を、人間の安全保障の中心的な要素と考えている。 

 

2015年９月、「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）」を含む「持続可能な開発のための2030ア

ジェンダ（SDGs）」が採択された。UHCは、交渉のプロセスで我が国が重視してきたものである。 

UHCの達成のためには、社会制度のみならず、人材の育成、国民の意識を変えていくという総合

的な取組が必要である。そうした変化をもたらすためには、保健の恩恵から一人も取りこぼさない、

という指導者の姿勢が最も重要である。SDGsは、様々なセクターを結びつけ、個人や家族、そして

コミュニティを強化する機会となる。また、UHCの恩恵が投資に見合うものであることが目に見え、そ

して達成可能なものであることが示されるためにも、モニタリングと評価の仕組みについて合意が形

成されることも大変重要である。 

 

日本は2016年５月にはSDGs採択後初めてのG７サミットを開催する。SDGs達成に向け我が国は、

神戸保健大臣会合、アフリカ開発会議とあわせ、G７各国・パートナー国に対して日本の経験を伝え

つつ、具体的なステップを議論する機会を提供し、ともに前進していきたい。 

 

日本が国際保健分野で重要と考えているのは次の２点である。①公衆衛生危機に対応する体制

を構築すること、②強靭で持続可能な保健システムの構築を、日本の経験と専門知識を活用するこ

とにより推進すること。これらの実現に向けて、日本は新たな国際保健戦略として、「平和と健康の

ための基本方針」と「国際的に脅威となる感染症対策の強化に関する基本方針」を策定した。2016

年の G７サミットを通じ、私はこれらの点の重要性を強調し、簡明で関連性の高い議論を促したい。 

 

来年の G７サミットに向け、我々は第一に、公衆衛生危機への対応を議論する。公衆衛生危機に

迅速かつ効果的に対応するためには、国際保健の体制を再構築する必要がある。公的部門・民間

部門のパートナー、政府と市民社会が、世界、地域、国、コミュニティの各レベルで、危機発生時に

想定される役割について、前もって合意しておくべきである。 
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世界保健機関（WHO）には更なる改革と能力の強化が必要であるが、日本は、特に初期段階に

おける迅速な検出と封じ込めにおいて、WHO に主導的役割を期待している。日本は、緊急対応基

金（CFE）の立ち上げを含め、WHO 改革のプロセスを支援する用意がある。 

世界銀行のパンデミック緊急ファシリティ（PEF）についての努力も同様に日本は支援する。それと

ともに、CFE と PEF が相互補完的な役割を果たすよう、WHO と世界銀行の連携も呼びかける。連

携により、危機対応時における有効性・効率性が高まることにつながる。 

 

第二には、強靱で持続可能な保健システムの構築について議論したい。 

日本は、過去 70 年間で、平均寿命は 30 歳以上伸び、1980 年代初頭から健康指標は常に世界

のトップであり続けてきた。これらの成果は、1961 年の国民皆保険の達成、健康に大きな影響を与

える食生活や水が良好な状態であること、そして健康の社会的決定要因への取組の結果である。

全国民一人一人に平等に質の高い医療を受ける機会を提供し、健康を国として確保していくことで、

その後の高度経済成長、社会の安定、公平・公正、連帯につなげた。これは、社会経済の発展によ

ってのみもたらされるものではなく、国の資源が乏しくとも、強い政策的な意思により達成できるもの

である。現にケニアは、日本の ODA 借款の支援を受け、UHC の達成に向けて動いている。 

 

また、保健システムの構築には、各国が国際保健規則（IHR）を遵守するために必要な能力を確

保し、健康危機の発生リスクを軽減するとともに、危機発生時の被害を最小限にすることが含まれ

る。この観点から我々は、IHR に定められた各国の能力強化に資する具体的メカニズムとしての世

界保健保障議題（GHSA）を支持する。 

この目標を追求する上で、重要な課題として認識しているものがある。それは、結核のような感染

症との戦いを進めるとともに薬剤耐性（AMR）の問題に取り組むことである。 

薬剤耐性の問題においては、G７エルマウ・サミットで確認されたように、（ヒトや動物の健康、農

業、環境を包含する）ワンヘルス・アプローチが重要である。また、AMR に関する WHO の国際行動

計画を遵守するため、各国への支援を行うことも重要である。この点を改めて申し上げておきたい。 

かつてないほどの国際的な経済統合の拡大、とりわけアジア太平洋地域における進展を踏まえ

れば、我が国はアジア地域において、各国が AMR に関する国際行動計画を策定し、AMR の脅威

に取り組む上で、大きな責任を担っているのである。 

 

さらに、我が国では、世界最速の速度で高齢化が進んでいる。我が国は、高齢社会に対応する

先駆者として、全ての世代のための生涯にわたる健康へのアプローチを通じ、保健システムの持続

可能性を維持しつつ、健康寿命を伸ばすことに挑戦する。 

厚生労働大臣の諮問委員会がまとめた報告書「保健医療 2035」では、2035 年を見据えた新たな

保健システムを提案しており、日本および世界中における持続可能でかつ繁栄に寄与する保健医

療を通じ、類を見ない良好な健康を提供する目標を提示している。 
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保健システムの強化に関し、我々には見過ごしてはならない共通の財産がある。疾患別のアプロ

ーチにより確立されてきた健康情報システムや薬剤のサプライチェーンである。 

このような理由から日本は、疾患別アプローチで得られた知見や資源を含め、ドナー国や WHO、

世界銀行、世界エイズ・結核・マラリア対策基金、GAVI などの国際機関の持つ専門的知見やリソー

スを一つに集め、開発途上国における保健システム強化を支援していくことを目指す。 

 

日本はこれまで、主催した２つのサミット（2000 年の沖縄サミット、2008 年の洞爺湖サミット）でも

国際保健を積極的に推進してきた。世界エイズ・結核・マラリア対策基金の設立は沖縄サミットにお

ける感染症対策の具体的な成果であった。それ以降も、日本は、日本医療研究開発機構（AMED）

やグローバル・ヘルス技術振興基金（GHIT）を通じ、国際保健分野でのイノベーションを主導してき

た。また、日本は、ポリオ撲滅のような貧困に関連する感染症に対する対策のため、国際的な資金

調達、民間セクターの投資を促進する仕組みを支援してきた。 

 

保健に関する課題は各国の単なる国内の問題にとどまらない。それは国境を超え、国際的な課

題であることを改めて申し上げる。世界的な連携の枠組みの構築は待ったなしである。 

 

国際保健の未来のために重要な分岐点である本年、日本は、「新たな開発目標の時代における

UHC」に関する国際会議を、12 月 16 日に東京で開催する。2016 年の G７サミットにつながるものと

して、この会議では、SDGs のもと、国際的な健康危機への備えと、強靱で持続可能な保健システム

の構築に焦点を当てることが期待されている。 

 

かつてないほど密接に結びついた世界において、指導者は、人間の安全保障と平和を実現し、

全ての人に健康と福祉をもたらす展望を持って、分裂ではなく、一層結束しなければならない。2016

年の G７の議長国として、日本は国際保健のこの新たなモメンタムを盛り上げ、全ての人々が必要

なときに良質の保健サービスにアクセスでき、財政的困窮に陥ることなく健康上の脅威から守られ

るよう、一層の貢献をしていく。 

来年の一連の行事を通じて、こうした堅い決意を示したい。 


